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沖縄県立病院DXツール導入伴走支援業務委託  

企画提案応募要領  

 

１　委託業務名  

沖縄県立病院DXツール導入伴走支援業務委託  

 

２　委託期間  

契約締結の日から令和９年３月17日までとする。  

 

３　業務目的  

　　全国の医療機関では、少子高齢化の進展に伴う医療需要の増加や、生産年齢人口

の減少による医療人材の確保が一層困難となっており、安定的な医療提供体制の確

保が課題となっている。また、人件費及び材料費の高騰等により、経営状況は厳し

さを増している。 

　　沖縄県立病院においても、これら全国的な課題に加え、本県の基幹病院として、

救急医療、小児・周産期医療、離島・へき地医療、精神医療等の政策医療を提供

し、地域医療を確保していくことが求められている。 

　　このような状況を踏まえ、デジタル技術を活用した、職員の業務負担軽減及び生

産性向上、医療サービスの質及び患者満足度の向上、離島・へき地における持続的

かつ安定的な医療提供体制の確保を図ることを目的とし、令和７年度に「沖縄県立

病院DX推進計画」を策定した。 

　　本事業は、同計画に基づき各県立病院において実施するDXツールの導入にあた

り、単なるシステムの導入に留まらず、費用対効果を踏まえつつ、DXツール導入後

の業務プロセスの再設計、運用ルールの策定、現場職員への定着及び効果検証まで

を含む伴走支援を実施し、県立病院の経営強化に資する効果的かつ円滑なDXツール

導入を図ることを目的とする。 

　　 

４　応募資格  

次に掲げる要件を全て満たす者であること。  

⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に
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該当しない者であること。  

⑵　別添「沖縄県立病院 DXツール導入伴走支援業務委託企画提案仕様書

（以下「企画提案仕様書」という。）」に基づく業務内容を的確に遂行

するに足りる能力、組織、人員等を有すること。  

 

⑶　過去３年以内に、国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地

方公共団体から、DX関連業務（ICT導入、業務効率化等の支援のいずれ

か）を受託した実績を有し、医療経営コンサルタント及び医療情報技師

の資格を有する者を本業務に配置できること。  

 

⑷　本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等

について、十分な管理能力を有していること。  

 

⑸　本応募要領及び別添「企画提案仕様書」に記載された趣旨を全て了解

する者であること。  

 

⑹　コンソーシアムでも応募可能とし、この場合の要件を次のとおりとす

る。  

①　コンソーシアムを代表する事業者が応募すること。  

②　コンソーシアムを構成する１社以上が⑶の要件を満たすこと。  

③　コンソーシアムを構成するすべての事業者は、応募資格⑴、⑵、

⑷、⑸及び⑻から⑿までの要件を満たすこと。  

④　コンソーシアムの構成員全員で協定を締結すること。  

⑤　コンソーシアムの構成員が、他のコンソーシアムの構成員として

重複応募する者でないこと。  

⑥　コンソーシアムの構成員が、単体企業として重複応募する者でな

いこと。  

 

⑺　１応募者（コンソーシアムで事業を実施する場合は１コンソーシア

ム）につき、提案は１件であること。  

地方自治法施行令第167条の４第１項 

第167条の４　普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号

のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

⑴　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

⑵　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

⑶　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成３年法律第77号）第32条第１項各

号に掲げる者
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⑻　法人税、法人事業税、法人県民税及び法人市町村民税を滞納していな

いこと。  

 

⑼　宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団若しくは暴力団

員の統制の下にある法人ではないこと。  

 

⑽　社会保険（労働保険、健康保険及び厚生年金保険）に加入する義務が

ある者については、これらに加入し、保険料の滞納がないこと。  

 

⑾　雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。  

 

⑿　労働関係法令を遵守していること。  

 

⒀　業務進捗状況又は業務内容に関する打合せに迅速かつ円滑に対応でき

る体制を有すること。コンソーシアムの場合は、代表する事業者が業務

全体の管理運営、構成員相互の調整、経理事務等を主体的に行う母体と

しての役割を担うこと。  

 

５　委託業務の内容等  

　　別添「企画提案仕様書」のとおり  

 

６　応募の手続等  

　⑴　資料閲覧申請  

①　受付期間　公募開始日～令和８年３月16日（月）17時  

②　申請方法　資料閲覧申請書【様式10】をメールで提出すること。  

③　送付先　　病院事業局代表E-Mail 

　　　　　　　aa035505@pref.okinawa.lg.jp 

④　回答方法　閲覧の可否及び閲覧日時等について、申請を受け付けた

日から２営業日以内に電子メールまたは電話等にて連絡す

る。  

⑤　閲覧方法　病院事業局総務企画課内にて紙面で閲覧。  

⑥　留意事項　閲覧資料の複写や、カメラ（デジタルカメラやカメラ付

き携帯電話含む。）等による撮影は禁止する。  

 

　⑵　質問の受付期間等  



- 4 -

①　受付期間　公募開始日～令和８年３月18日（水）17時  

②　質問方法　質問書【様式11】をメールで提出すること。  

③　送 付 先　病院事業局代表E-Mail 

aa035505@pref.okinawa.lg.jp 

④　回答方法　令和８年３月23日（月）17時までに、病院事業局ホーム

ページに回答を掲載する予定。ただし、簡易な質問等に

ついては、電話等で回答することがある。  

 

 

　⑶　提出書類の受付期間等  

①　受付期間　公募開始日～令和８年３月25日（水）17時まで  

②　提 出 先　〒900-0029　沖縄県那覇市旭町116番地37（沖縄県南部合

　　　　　　　　　同庁舎９階）  

総務企画課　医療企画班　担当：成田  

③　提出方法　持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合

は到着確認が可能な手段をとるものとし、提出期限内に

到着するよう送付すること。  

④　提出書類　「７　提出書類等」に定める書類  

⑤　提出部数　11部（正本１部、副本（複写）10部）  

　※　郵送の場合は、到着確認が可能な手段をとるものとし、〆切期日必着とす

 　　　　る。

 

７　提出書類等  

⑴　申請書類【提出部数：11部（正本１部（片面印刷）、副本（複写）10部（長辺とじ両面印刷）】 

①　応募申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【様式１】 

②　企画提案書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（任意様式） 

※　審査員が容易に理解できるよう、図表を多く用いるなど工夫し、説明は簡潔にす

ること。 
※　Ａ４版縦置き･横書きを基本とし、必要に応じてＡ４版横置き･横書きを可とす

る。ただし、グラフや表等は必要に応じＡ３版にして織り込むなど、見やすい

よう適宜工夫すること。 

③　事業実施スケジュール表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（任意様式） 

④　会社概要表（コンソーシアムの場合は構成員毎に提出すること。）・・・・【様式２】 

⑤　コンソーシアム構成書（コンソーシアムの場合に限る。）・・・・・・・【様式３】 

⑥　委任状（コンソーシアムの場合に限る。）・・・・・・・・・・・・・・【様式４】 

⑦　コンソーシアム協定書（コンソーシアムの場合に限る。）・・・・・・（任意様式） 
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⑧　DX関連業務（ICT導入、業務効率化等の支援のいずれか）の受託実績書

（過去３年以内）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【様式５】 

⑨　執行体制図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【様式６】 

※　医療経営コンサルタント及び医療情報技師の資格保有者の配置が確認で

きるよう記載すること。専任担当者については、経歴も記載すること。   

⑩　医療経営コンサルタント及び医療情報技師認定書の写し  

⑪　経費見積書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【様式７】 

⑫　誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【様式８】 

⑬　定款又は寄附行為 

⑭　印鑑証明書 

⑮　応募者の概要が分かるもの。（会社案内等）  

⑯　直近３事業年度の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等）又はこれに類する書類 

⑰　直近３年間の法人税、法人事業税、法人県民税及び法人市町村民税を

滞納していないことを確認できる書類  

⑱　労働保険、健康保険及び厚生年金保険に加入していることが確認で

きる書類（加入義務がない場合を除く。）。なお、社会保険に加入義務が

ない場合は、その理由に関する申出書【様式９】を提出すること。  

※　⑫から⑱の資料について、コンソーシアムの場合は構成員毎に提出す

ること。  

 

　⑵　企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本的な方針と

なるため、提案の事業費総額内で実現が確約できることのみ表明するこ

と。  

　　　なお、委託先候補者の選定後であっても、応募者の都合により記載さ

れた内容に大幅な変更があった場合は、契約を締結しないことがある。  

 

８　スケジュール（予定）  

　契約までのスケジュールは、次のとおり予定しているが、変更もあり得

る。  

⑴　公募開始　　　　　　　　　　　　令和８年３月12日（木）  

⑵　資料閲覧申請期限　　　　　　　　令和８年３月16日（月）17時  

⑶　質問受付期限　　　　　　　　　　令和８年３月18日（水）17時  

⑷　質問回答　　　　　　　　　　　　令和８年３月23日（月）17時  

⑸　応募書類提出期限　　　　　　　　令和８年３月25日（水）17時  

⑹　第一次（書面）審査結果通知　　　令和８年３月27日（金）＜予定＞  

⑺　第二次(プレゼンテーション)審査　令和８年３月31日（火）＜予定＞  



- 6 -

⑻　第二次審査結果通知　　　　　　　令和８年４月２日（木）＜予定＞  

⑼　契約締結　　　　　　　　　　　　　令和８年４月８日（水）＜予定＞  

 

９　委託先候補者の選定方法について  

⑴　第一次審査（書類審査）  

①　病院事業局において、４の応募資格等を満たしているかを含め書類

審査を行い、上位数者を選定する。  

②　審査の結果は、メールで送信した後、追って書面にて通知する予定

であり、選定された事業者に対しては、第二次（プレゼンテーショ

ン）審査の場所と時間を通知し、選定されなかった事業者に対して

は、結果のみを通知する。  

 

  ⑵　第二次（プレゼンテーション）審査  

①　病院事業局内に設置する企画提案審査委員会において、応募者自ら

企画提案書の内容や経費等についてプレゼンテーションを行った後、

その内容等を審査し、提案内容の優れた順で順位をつける。  

　　なお、一定水準を満たした提案がないと判断された場合には該当者

なしとする。  

②　審査委員会からの意見に基づき、順位の高い応募者と病院事業局に

おいて協議を行い、委託範囲を決定し契約を締結する。  

③　審査概要  

　　　日時：令和８年３月31日（火）＜予定＞  

　　　場所：沖縄県南部合同庁舎内会議室　　　　  

　　　　※　提出した資料に基づき説明すること。  

　　　　※　審査会場への入場は、３名以内とする。  

④　審査基準  

　　　適合性　委託業務の趣旨、目的に沿った提案であること  

　　　実効性　確実に委託業務を遂行できる能力・体制等を有していること  

　　　具体性　提案内容が、具体的かつ効果的であること  

　　　経済性　委託業務を遂行するに当たり、妥当な積算となっていること  

　　　総合評価　上記個別の審査項目を踏まえた総合評価  

⑤　結果の通知  

　審査結果は、病院事業局からメールで送信した後、追って書面にて

通知する。  

 

10　契約  
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　⑴　契約の締結  

　　　審査の結果、選定された応募者（以下「委託先候補者」という。）と

委託業務の内容及び額を協議した上で、地方公営企業法施行令第21条の 

13第１項第２号の規定に基づき、契約を締結する。  

 

　⑵　契約金額の支払方法  

　　　受託者から提出される実績報告書を基に、受託者が業務の実施に要し

た経費等から支払うべき額を確定する「精算」の方法を原則とする。  

 

  ⑶　契約金額  

　　　契約金額については、委託先候補者から見積書を徴収し、予定価格の

範囲内において決定する。なお、提出された経費見積書と同額とならな

い場合がある。  

 

  ⑷　契約条項  

　　　委託先候補者との協議事項とする。  

 

  ⑸　契約締結の際は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を、契

約締結前に納付する必要がある。ただし、沖縄県病院事業局財務規程第 

133条第２項の規定に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付

を免除することができる。  

契約保証金について（抜粋） 

第133条　地方公営企業法施行令第21条の14の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の1

0以上とする。 

２ 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部

の納付を免除することができる。 

⑴　契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

⑵　契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令

（昭和22年勅令第165号）第100条の３第２号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工

事履行保証契約を締結したとき。 

⑶　契約の相手方が国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規

模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２か年の間に履行期間が 

　到来した２以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがな

いと認められるとき。 

(4)　法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。  

(5)　物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。  

(6)　随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を

履行しないこととなるおそれがないとき。  
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11　経費見積に関する要件  

　　今回の企画提案応募については、16,900千円（消費税含む。）の範囲内

で見積もること。  

　　但し、実際の契約額とは異なる場合がある。  

 

12　経費の計上  

  ⑴　経費の区分  

      本委託業務の対象とする経費は、業務の遂行に直接必要な経費及び成

果の取りまとめに必要な経費であり、具体的には次のとおりである。  

経費項目 内容

１　人件費 　業務に直接従事する者(以下「従事者」という。)の直

接作業時間に対する人件費 

※　正職員と同等以上または一定の経験がある者を臨時

雇用する場合は人件費に計上し、事業に必要な業務補

助を行う補助員（アルバイト等）の賃金は事業費に計

上すること。

２　事業費

⑴ 　 補 助 員 人 　業務を実施するために必要な補助員（アルバイト等）

件費 に係る経費

⑵　報償費 　業務を行うために必要な謝金（会議、講演会等に出席

(7)　国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）若しくは他の地方公共団体と契約をするとき

又は公共的団体等と随意契約（公益を目的としたものに限る。）を締結する場合において、契

約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。  

(8)　電気、ガス、水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係る契約又は主務大臣

が認可した契約約款に基づく契約若しくは国が指定した相手方と契約を締結するとき。  

(9)　不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れ若しくは交換に係る契約を締結する場合

において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。  

(10)　局の業務に係る放送、広告、調査、研究、計算、鑑定、評価、訴訟等を随意契約で委託

する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 

(11)　資金を貸し付ける契約、預金契約、寄付に係る契約、運送契約及び雇用契約を締結する

場合において、その性質上必要がないと認められるとき。  

(12)　政令第21条の13第１項第５号に掲げる場合に該当する随意契約を締結する場合において、

契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
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した外部専門家に対する謝金等）

⑶　旅費 　業務を行うために必要な出張に係る経費 

※　効率性を踏まえて、所要額を計上すること。

⑷　需用費 　業務を行うために必要な物品（ただし、当該業務のみ

で使用されることが確認できるもの）の購入に要する経

費や、業務で使用するパンフレット・リーフレット、成

果報告書等の印刷製本に関する経費等

⑸　役務費 　郵便料、運送代、通信･電話料、広告料、保険料等に関

する経費等

⑹　使用料･賃 　業務を行うために必要な機械器具等のリース・レンタ

借料 ルに要する経費や、業務を行うために必要な会議等に要

する会場借料等

⑺ 　 そ の 他 必 　業務を行うために必要な経費のうち、当該業務のため

要経費 に使用されることが特定・確認できるものであって、他

のいずれの区分にも属さないもの

３　再委託費 　受託者が業務の一部を他者に行わせる（委任又は準委

任する）ために必要な経費

４　一般管理費 　業務を行うために必要な経費であって、当該業務に要

した経費としての抽出、特定が困難なものについて、契

約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた

間接経費  

（「１　人件費」＋「２　事業費」）×10/100以内で計

上する。 

※　小数点以下切り捨て

５　消費税 （「１　人件費」＋「２　事業費」＋「３　再委託費」

＋「４　一般管理費」）×消費税率

 

　⑵　各経費については、単価、数量、内訳等の見積条件を明記し、この業

務を実施するに当たっての一切の費用を積算すること。  

 

　⑶　直接経費として計上できない経費  

　　①　建物等施設に関する経費  

　　②　業務内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、

書棚等の什器類、事務機器等）  

    ③　業務実施中に発生した事故・災害の処理のための経費  

    ④　その他業務に関係のない経費  
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　⑷　経費積算に当たっての特記事項  

　人件費とは、業務に直接従事した者の直接作業時間に対する給与等で

あり、基本給、通勤手当等の諸手当（社内規定等において、支給が義務

づけられているものに限る。）、社会保険料（雇用保険料、労災保険料

等含む。）に係る事業主負担分から算定された費用であること。  

　所定時間外労働の賃金等（いわゆる「残業代」）については、平日に

所定時間外労働が必要不可欠な場合及び休日出勤が必要である場合で、

受託者が手当を支給している場合のみ対象経費とする。  

 

13　その他留意事項  

　⑴　以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。  

①　提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合  

②　提出した書類に虚偽の内容を記載した場合  

③　審査の公平性に影響を与える行為があった場合  

④　応募要領に違反すると認められる場合  

⑤　その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合  

⑥　他の応募者と提案の内容又はその意志について相談を行った場合  

⑦　その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為があった場合  

　⑵　書類提出に当たって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨

とする。  

　⑶　提出期限後の提出書類の変更、差し替え又は再提出は、軽微な変更を

除き、原則として認めない。  

　⑷　提案書類の作成、プレゼンテーション及びヒアリングへの出席等、本

事業の応募に要する経費については、応募者の負担とする。  

　⑸　応募申請書等の提出書類については返却しない。  

　⑹　応募申請書等の提出書類、審査内容及び審査経過等については公表し

ない。  

　⑺　本業務の企画提案については、次年度の当初予算成立を前提とした年

度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる事業であ

る。そのため、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を

締結しないこととする。  
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【問い合わせ・書類提出先】 

〒 900-0029 

沖縄県那覇市旭町 116 番地 37（沖縄県南部合同庁舎９階） 

総務企画課　医療企画班 

担当：成田 

TEL：098-866-2832 


